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第第第第 １１１１ 節節節節  総総総総   則則則則 
 

第第第第 １１１１ 条条条条 （取り扱いの準則（取り扱いの準則（取り扱いの準則（取り扱いの準則）））） 

株式会社ウインテックコミュニケーションズ(以下当社といいます)は、当社が定めたこの「バーチャ

ルサーバサービス約款」（以下「この約款」といいます）によってバーチャルサーバサービス（以下

当サービス）を提供します。 

 

第第第第 ２２２２ 条条条条 （約款の変更）（約款の変更）（約款の変更）（約款の変更） 

１．当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後

の当サービス約款によります。 

２. この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、

当社の定めた方法により事前にその内容を通知します。 

 

第第第第 ３３３３ 条条条条 （用語の定義）（用語の定義）（用語の定義）（用語の定義） 

この約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。 

用用用用        語語語語    用語の意味用語の意味用語の意味用語の意味    

バーチャルサーバ 当社が管理するインターネットに接続されたコンピュータ機器の中に、契

約者専用のコンピュータ及びデータ保存領域を仮想的に作成し、当社が接

続環境及びハードウェアの保守・管理を行い、契約者に利用権限を与える

もの 

基本サービス バーチャルサーバを契約者が専有して使える環境を提供するとともに、イ

ンターネットへの接続環境を提供するサービス 

また当社が定めるセキュリティーサービスの利用権利 

オプションサービス 基本サービスにより契約者に提供されるサービスの拡張、及び別機能を提

供するサービス 

利用契約 当社から当サービスの提供を受けるための契約 

契約者 当社と当サービス利用契約を締結している法人（代表者）または個人 

 

 

第第第第 ４４４４ 条条条条 （サ（サ（サ（サービスの種別とその内容）ービスの種別とその内容）ービスの種別とその内容）ービスの種別とその内容） 

当サービスは、基本サービスとオプションサービスの２種類のサービスの組み合わせ、もしくは基本

サービスのみで提供されます（以下これらの各種別を「サービス種別」といいます）。当社は、オプ

ションサービスのみの提供は行わないものとします。 

また、それぞれの種別ごとに個別の機能を提供するサービス（以下「サービス品目」といいます）は、

基本サービス、オプションサービスなど種別毎に定めます。 

 

第第第第 ５５５５ 条条条条 （基本サービスのサービス品目）（基本サービスのサービス品目）（基本サービスのサービス品目）（基本サービスのサービス品目） 

基本サービスにおいて提供される機能、サービス品目は、次のとおりとします。 

 

サービス品目サービス品目サービス品目サービス品目    提供される機能提供される機能提供される機能提供される機能    

仮想マシンの提供 OS を独占できる仮想マシンを提供します 

また、OSの基本インストールも当社にて実施します 

割り当てられるリソースは、契約形態にて異なります 

ネットワーク接続 インターネットへの常時接続環境を提供します 

ComLink インターネットサービスのバックボーンに接続されます 

バックアップ 当社の定める間隔にて、システム全体のバックアップを行ないます 

セキュリティ ゲートウェイ式のメールウィルスチェック、メールスパムチェックが利用

可能です 
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第第第第 ６６６６ 条条条条 （オプションサービスのサービス品目）（オプションサービスのサービス品目）（オプションサービスのサービス品目）（オプションサービスのサービス品目） 

オプションサービスにおいて提供される機能、サービス品目は、次のとおりとします。 

 

サービス品目サービス品目サービス品目サービス品目    提供される機能提供される機能提供される機能提供される機能    

ディスク容量追加 OS に割り当てられるディスク容量を増やす事ができます 

メモリ容量追加 OS に割り当てられるメモリ容量を増やす事ができます 

接続 ID インターネットへ接続する為の、ID とパスワードを発行致します 

 

 

第第第第 ７７７７ 条（提供区域）条（提供区域）条（提供区域）条（提供区域） 

当サービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。（注）オプションのフレッツ接続は山梨

地域のみとなります。 

 

 

第第第第 ２２２２ 節節節節  利用契約利用契約利用契約利用契約 
 

第第第第 ８８８８ 条条条条 （利用契約の単位）（利用契約の単位）（利用契約の単位）（利用契約の単位） 

当サービスの利用契約は、当社が定めた契約容量を単位として締結します。 

 

第第第第 ９９９９ 条（契約者による第三者に対するサービスの提供）条（契約者による第三者に対するサービスの提供）条（契約者による第三者に対するサービスの提供）条（契約者による第三者に対するサービスの提供） 

契約者が当サービスを用いて、第三者に独自のサービスを行う場合は、当社が別途定める方法により、

当社の承諾を得るものとします。 

この場合、契約者は当該第三者に本約款を遵守させるものとします。 

 

第１０条第１０条第１０条第１０条 （契約の最低利用期間）（契約の最低利用期間）（契約の最低利用期間）（契約の最低利用期間） 

当サービスの最低利用期間は１年とします。 

起算日は第２７条（課金開始日）に定める課金開始日とします。 

 

第１１条第１１条第１１条第１１条 （権利譲渡の禁止）（権利譲渡の禁止）（権利譲渡の禁止）（権利譲渡の禁止） 

契約者は、当サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を第三者に譲渡することはできません。 

 

 

第３節第３節第３節第３節  利用申込等利用申込等利用申込等利用申込等 
 

第１２条第１２条第１２条第１２条 （利用申込）（利用申込）（利用申込）（利用申込） 

当社は契約申込者が記名捺印した利用申込書の提出をもって利用申込を受け付け、必要な審査・手続

等を経た後に当該利用申込を承諾します。 

 

第１３条第１３条第１３条第１３条 （利用契約の成立）（利用契約の成立）（利用契約の成立）（利用契約の成立） 

当サービス利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。 

 

第１４条第１４条第１４条第１４条 （利用申込の受付とサービスの開始）（利用申込の受付とサービスの開始）（利用申込の受付とサービスの開始）（利用申込の受付とサービスの開始） 

当社が利用申込を承認した場合、利用者に対してサービス開始日・申込内容を明記したサービス開始

の確認書および必要な ID・パスワードを文書により通知します。利用者はサービス開始日以降、実

際のサービス利用の有無に関わらず、当社の定める方法により利用料金を支払うこととします。ただ

し、当社の責によりサービスが利用できなかった場合はこの限りではありません。 

 

第１５条第１５条第１５条第１５条 （申込の拒絶）（申込の拒絶）（申込の拒絶）（申込の拒絶） 

１．当社は、次の各号に該当する場合には、 当サービスの利用の申込を承諾しない場合があります。 

(１)申込に係る当サービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な

場合 

(２)当サービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかであ
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る場合 

(３)当サービスの申込者が、第２０条（提供の停止）第１項に該当する場合 

(４)当サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合 

(５)その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合 

２．前項の規定により、当社が当サービスの利用申込を拒絶する場合は、当社は、申込者に対し書面

によりその旨を通知します。 

 

 

第４節第４節第４節第４節  契約事項の変更等契約事項の変更等契約事項の変更等契約事項の変更等 
 

第１６条第１６条第１６条第１６条 （契約事項の変（契約事項の変（契約事項の変（契約事項の変更等）更等）更等）更等） 

１. 契約者は、当サービス種別の変更等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申

請方法により所定の事項を記載した書面を提出するものとします。 

２.当社は、前項の請求があったときは、第３節（利用申込等）の規定に準じて取り扱います。 

 

第１７条第１７条第１７条第１７条 （法人の契約者の地位の承継）（法人の契約者の地位の承継）（法人の契約者の地位の承継）（法人の契約者の地位の承継） 

１．契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する

法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日

から３０日以内にその旨を当社に通知するものとします。 

２．第１５条（申込の拒絶）の規定は、前項の場合に準用します。 

３．前２項の場合において、地位を承継した者が２名以上あるときは、そのうちの１名を当社に対す

る代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも

同様とします。 

４．当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち１名を代表者とみ

なします。 

 

第１８条第１８条第１８条第１８条 (個人の契約者の地位の承継個人の契約者の地位の承継個人の契約者の地位の承継個人の契約者の地位の承継) 

１．契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る当サービスは終了します。ただし、相続

開始の日から２週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人（相続人が複数ある

ときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継をした者で１名に限る）は、引き続き当該契約

による当サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契

約上の地位を承継するものとします。 

２．第１５条（申込の拒絶）の規定は、前項の場合に準用します。 

 

第１９条第１９条第１９条第１９条 (契約者の氏名等の変更契約者の氏名等の変更契約者の氏名等の変更契約者の氏名等の変更) 

契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当

社に通知するものとします。 

 

 

第５節第５節第５節第５節  提供の停止等提供の停止等提供の停止等提供の停止等 
 

第２０条第２０条第２０条第２０条 (提供の停止提供の停止提供の停止提供の停止) 

１．当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて当サービスの提供を停

止することがあります。 

(１)当サービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わないとき 

(２)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき 

(３)前各号に掲げる事項のほか、この約款に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電

気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき 

(４)第３５条（情報の取り扱い）の規定に違反したとき 

(５)契約者が支払いを停止したとき。 

(６)契約者が、仮差押、差押、和議、破産、会社更正等の申立を受けたとき。 

２．当社は、前項の規定により当サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、実施期日

および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。 
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第２１条第２１条第２１条第２１条 (提供の中止提供の中止提供の中止提供の中止) 

１．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当サービスの提供を中止することがあります。 

(１)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき 

(２)当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき 

(３)第２２条（通信利用の制限）の規定によるとき 

(４)第１種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより当サービスの提供

を行うことが困難になったとき 

２．当社は、前項第１号の規定により当サービスの提供を中止しようとするときは、その１４日前ま

でにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ

の限りではありません。 

３．第１項２号、３号、４号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期

間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りで

はありません。 

 

第２２条第２２条第２２条第２２条 （通信利用の制限）（通信利用の制限）（通信利用の制限）（通信利用の制限） 

１．当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部また

は全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容

とする通信を優先的に取り扱うため、当サービスの提供を制限し、または中止する措置を取るこ

とがあります。 

２．当サービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、

利用を制限することがあります。 

 

第２３条第２３条第２３条第２３条 （サービスの廃止）（サービスの廃止）（サービスの廃止）（サービスの廃止） 

１．当社は都合により当サービスの特定の種別及び品目のサービスを廃止することがあります。 

２．当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する３ヵ月前までに書

面によりその旨を通知します。 

３．契約者は第１項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る

サービスに代えて他の種別及び品目のサービスを受けることができます。この場合において、当

該請求については第１6条（契約事項の変更等）の規定を準用します。 

 

 

第６節第６節第６節第６節  契約の解除契約の解除契約の解除契約の解除 
 

第２４条第２４条第２４条第２４条 （当社が行う利用契約の解除（当社が行う利用契約の解除（当社が行う利用契約の解除（当社が行う利用契約の解除）））） 

１．当社は、第２０条（提供の停止）第１項各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停

止をすることなく、直ちに利用契約を解除することができます。 

２．当社は、前項の規定により利用契約を解除しようとするときは、書面により契約者にその旨を通

知します。 

 

第２５条第２５条第２５条第２５条 （契約者が行う利用契約の解除）（契約者が行う利用契約の解除）（契約者が行う利用契約の解除）（契約者が行う利用契約の解除） 

１．契約者は、当サービス契約を解除するとき（次項または第３項の規定による場合を除く）は、当

社に対し、解除の日の２ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合にお

いて、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が２ヵ月未満である

ときは、解除の効力は、当該通知があった日から２ヵ月を経過する日に生じるものとします。 

２．契約者は、第２１条（提供の中止）または第２２条（通信利用の制限）に定めた事由が生じたこ

とにより、当サービスを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに

係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。

この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。 

３．第２３条（サービスの廃止）第１項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき（同条

第３項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合を除く）は、当該廃止の日に

当該品目に係わる契約が解除されたものとします。 



 8 

 

第７節第７節第７節第７節  料金等料金等料金等料金等 
 

第２６条第２６条第２６条第２６条 （料金等）（料金等）（料金等）（料金等） 

当サービスの料金および関連費用（以下「料金等」といいます）は以下の項目からなります。 

(１)初期費用 

契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、各サービス種別で定める

細目からなります。 

(２)サービス月額費用 

契約者が、当サービスの対価として支払う費用で、各サービス種別で定める細目からなります。 

 

第２７条第２７条第２７条第２７条 （課金開始日）（課金開始日）（課金開始日）（課金開始日） 

当サービスの課金開始日は、第１３条（利用契約の成立）および第１４条（利用申込の受付とサービ

ス開始）の規程により契約が成立し、当社が発送するサービス開始確認書において課金開始日として

記載した日をいいます。 

 

第２８条第２８条第２８条第２８条 （契約者の支払い義務）（契約者の支払い義務）（契約者の支払い義務）（契約者の支払い義務） 

契約者は、当社に対し、当サービスの利用に係る前条に規定した初期費用、サービス月額費用を、サ

ービス種別ごとに当社が定める方法で支払うものとします。 

 

第２９条第２９条第２９条第２９条 （料金等の請求時期および支払期日）（料金等の請求時期および支払期日）（料金等の請求時期および支払期日）（料金等の請求時期および支払期日） 

１．当サービスの料金は、次項および３項を除き、毎月当社の定める日に翌月分を請求いたします。 

２．当社は、初期費用を、契約成立後すみやかに支払期日を定めて請求します。 

３．当社は、初回のサ－ビス費用を、課金開始日が暦月の初日以外の場合については、当月の残予日

数にサ－ビス費用の 30.4 分の１を乗じた額と翌月のサービス費用の額を合計して請求します。 

４．当社は、契約者が第 13 条（契約事項の変更）の規定により、サ－ビス品目の変更を行った場合

（サ－ビス種別の変更を伴う場合も含む）のサ－ビス費用については、変更後の費用が変更前の

費用より多い場合のみ、変更後のサ－ビス費用から変更前のサ－ビス費用を控除した額の 30.4

分の１に利用日数を乗じた額を、変更後のサ－ビス費用の額に加算して請求します。 

５．前各項の定めにより当サービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、

当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。 

 

第３０条第３０条第３０条第３０条 （割増金）（割増金）（割増金）（割増金） 

当サービスの料金等を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を

加算しない額とします）の２倍に相当する額を割増金として支払うものとします。 

 

第第第第３１条３１条３１条３１条 （遅延損害金）（遅延損害金）（遅延損害金）（遅延損害金） 

契約者は、当サービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき未払額に対

する年率１４.６％の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。 

 

第３２条第３２条第３２条第３２条 （消費税）（消費税）（消費税）（消費税） 

契約者が当社に対しサービスに関する料金等を支払う場合、支払いを要する額は、当該料金等の額に

消費税相当額（消費税法、昭和６３年法律第１０８号および同法に関する法令の規定に基づき課税さ

れる消費税の額）を加算した額とします。 

 

第３３条第３３条第３３条第３３条 （初期費用およびサービス費用の額）（初期費用およびサービス費用の額）（初期費用およびサービス費用の額）（初期費用およびサービス費用の額） 

当サービスの初期費用およびサービス費用の額は、別表第１号の１（サービス料金）でサービス品目

ごとに定めた額とします。 

 

第３４条第３４条第３４条第３４条 （契約解除に伴う料金等の清算方法）（契約解除に伴う料金等の清算方法）（契約解除に伴う料金等の清算方法）（契約解除に伴う料金等の清算方法） 

最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合（第２５条（契約者が行う利用契約の解除）の２

項または３項の規定により解除された場合を除く）における当サービスのサービス費用の額は、課金

開始日から当該最低利用期間の末日までの期間の額とします。契約者はこの額を当社の請求に基づき
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直ちに支払うものとします。 

 

 

第８節第８節第８節第８節  情報の取り扱い情報の取り扱い情報の取り扱い情報の取り扱い 
 

第３５条第３５条第３５条第３５条 （情報の取り扱い）（情報の取り扱い）（情報の取り扱い）（情報の取り扱い） 

１．契約者は自己のデータ領域（データ保管空間）内でなされた一切の行為およびその結果について、

当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。 

２．当社は契約者が登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。 

３．契約者は、自己のデータ領域（データ保管空間）内での紛争等は自己の責任において解決するも

のとし、当社又はその他の第三者に迷惑を掛け、あるいは何らの損害等も与えないこととします。 

４．契約者は当サービスの利用にあたって以下の行為をしないものとします。 

      (１)公序良俗に反する行為 

      (２)犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為 

      (３)他人の著作権を侵害する行為 

      (４)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為 

      (５)他人の名誉を毀損しあるいは誹謗中傷する行為 

      (６)リンク先のデータの所有者から承諾を得ずに第三者のデータへリンクを行う行為 

      (７)その他、法令に違反する行為 

      (８)当サービスの運営を妨げ、もしくは当社の信頼を毀損する行為 

 

第３６条第３６条第３６条第３６条 （バックアップ）（バックアップ）（バックアップ）（バックアップ） 

１．当社はサーバーの故障・停止時の復旧の便宜を図るために備えて契約者の登録したデータの複写

を、サーバーの故障・停止などに備えて保管することがあります。 

２．契約者の操作により消滅したデータを復元する場合には、契約者は当社に所定の手数料を支払う

ものとします。 

３．契約者が登録したデータが消失するなどして、契約者が不利益を被った場合でも、当社は何らの

責任も負わないものとします。 

 

第３７条第３７条第３７条第３７条 （契約者のデータの権利）（契約者のデータの権利）（契約者のデータの権利）（契約者のデータの権利） 

契約者が登録したデータの著作権法上の権利は、契約者に帰属するものとします。ただし、当社はこ

れらの権利を保護する義務を負わないものとします。 

 

 

第９節第９節第９節第９節  雑則雑則雑則雑則 
 

第３８条第３８条第３８条第３８条 （機密保持）（機密保持）（機密保持）（機密保持） 

当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密（通信の秘密を含みます）を、第三者

に漏らしません。 

 

第３９条第３９条第３９条第３９条 （利用不能の場合における料金等の清算）（利用不能の場合における料金等の清算）（利用不能の場合における料金等の清算）（利用不能の場合における料金等の清算） 

当社は、当サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くで

きない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して１２時間以上当サービ

スが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社

が知った時刻から、その当サービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間

数を１２で除した数（小数点以下の端数は切り捨てます）に基本料の月額の 60 分の１を乗じて得た

額を基本料月額から差引ます。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から３ヵ月以

内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。 

 

第４０条第４０条第４０条第４０条 （契約者の義務）（契約者の義務）（契約者の義務）（契約者の義務） 

１．契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名

およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。 

２．契約者が他のネットワーク（国内外）を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワー
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クの規則に従わなければなりません。 

 

第４１条第４１条第４１条第４１条 （通信設備等）（通信設備等）（通信設備等）（通信設備等） 

契約者は、自己の費用と責任において、当サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、

インターネット接続業者との契約その他これらに付随して必要となるすべての機器およびサービス

を準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由して当サービスを利用するものとします。 

 

第４２条第４２条第４２条第４２条 （接続業者）（接続業者）（接続業者）（接続業者） 

当サービスを利用するために必要なインターネット接続環境は、当社の ComLink インターネットサー

ビスに準ずるものとします。当社は他の接続業者のサービスを利用した場合に、ComLink インターネ

ットサービスとの差異により起因する諸問題に関して、何らの責任も負わないものとします。 

 

第４３条第４３条第４３条第４３条 （指定ソフトウェア）（指定ソフトウェア）（指定ソフトウェア）（指定ソフトウェア） 

当社は、当サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この

場合、契約者が他のソフトウェアを用いたときは、当社が提供するサービスを受けられないことがあ

ります。 

 

第４４条第４４条第４４条第４４条 （免責）（免責）（免責）（免責） 

当社は、契約者が当サービスの利用に関して損害を被った場合でも、理由のいかんを問わず、何らの

責任も負いません 

 

第４５条（損害賠償）第４５条（損害賠償）第４５条（損害賠償）第４５条（損害賠償） 

契約者が本約款に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当該契約者に対して、当社が被った損害

の賠償を請求できるものとします。 

 

 

第１０節第１０節第１０節第１０節  その他その他その他その他 
 

第４６条第４６条第４６条第４６条 （契約社名の公開）（契約社名の公開）（契約社名の公開）（契約社名の公開） 

契約者は、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。 

 

第４７条第４７条第４７条第４７条 （合意管轄裁判所）（合意管轄裁判所）（合意管轄裁判所）（合意管轄裁判所） 

契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、甲府地方裁判所を契約者と当社の第１審の合意管轄裁

判所とします。 
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別表第１号別表第１号別表第１号別表第１号  料金等料金等料金等料金等 
 

１１１１．．．．初初初初期費用期費用期費用期費用 

   

１－１１－１１－１１－１．．．．バーチャルサーバサービスの加入料（１契約ごと）バーチャルサーバサービスの加入料（１契約ごと）バーチャルサーバサービスの加入料（１契約ごと）バーチャルサーバサービスの加入料（１契約ごと） 

 

サービス品目サービス品目サービス品目サービス品目    加入料金加入料金加入料金加入料金    

初回登録費 10,000 円(税込み価格 10,500 円) (※1) 

   (※1)ドメインを新規で取得する場合別途費用がかかります。 

 

 

２２２２．．．．サービス費用サービス費用サービス費用サービス費用 
 

２－１２－１２－１２－１．．．．基本料基本料基本料基本料 

 

サービス品目（基本）サービス品目（基本）サービス品目（基本）サービス品目（基本）        月額料金月額料金月額料金月額料金    

バーチャルサーバサービス HDD 容量 10GB メモリ 512MB 60,000 円(税込 63,000 円) 

    

 

２－２２－２２－２２－２．．．．オプションサービス費用オプションサービス費用オプションサービス費用オプションサービス費用 

 

サービス品目サービス品目サービス品目サービス品目        月額料金月額料金月額料金月額料金    

オプション HDD 容量 1GB 追加 (※１) 

メモリ 128MB 追加 (※２) 

接続 ID フレッツ ISDN (※３) 

接続 ID フレッツ ADSL (※３) 

光接続マンションタイプ (※３) (※４) 

光接続ファミリータイプ (※３) (※５) 

接続 ID B フレッツ ベーシック (※３) 

2,000 円(税込 2,100 円) 

3,000 円(税込 3,150 円) 

1,000 円(税込 1,050 円) 

1,000 円(税込 1,050 円) 

1,000 円(税込 1,050 円) 

1,200 円(税込 1,260 円) 

5,000 円(税込 5,250 円) 

(※１)HDD 容量は最大で 20GB となります。 

(※２)メモリ容量は最大で 768MB となります。  

(※３)フレッツ接続サービスは山梨地域のみの提供となります。 

(※４)B フレッツマンションタイプ、光ネクストマンションタイプ(同ハイスピードタイプ)に対応し

ます。 

(※５)B フレッツハイパーファミリータイプ、光ネクストファミリータイプ(同ハイスピードタイプ)

に対応します。 


